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離職、自営業の廃止（以下、「離職等」といいます。）又は個人の責に帰すべき

理由都合によらない就業機会等の減少（以下「やむをえない休業等」という。）

により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方（以

下「住居喪失者」という。）又は喪失するおそれのある方（以下「住居喪失のお

それのある者」という。）を対象として、家賃相当分の給付金を支給することに

より、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 

 

 〇 支 給 額 

① 下記の金額を上限として、家賃の実費分を支給します。 

（共益費・管理費・駐車場代等は、申請者の自己負担となります。） 

  （単身世帯）   ３１,０００円  （2 人世帯）３７,０００円 

（３～５人世帯） ４０,０００円  （6 人世帯）４３,０００円 

（7 人以上の世帯）４８,０００円 

② 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する 

方の収入合計額が下記の基準額を超える場合には、次に掲げる計算式に 

より算出される金額を支給（100 円未満切上）します。  

（単身世帯） ８１,０００円  （2 人世帯）１２３,０００円 

（３人世帯）１５７,０００円  （４人世帯）１９４,０００円 

（５人世帯）２３２,０００円 

支給額 ＝ 基準額 ＋ 月あたりの実家賃額 － 月の世帯の収入合計額 

※ 上限額あり（①と同様）。なお、2 ページに記載の支給要件④に定める

収入基準額以下の方が対象となります。 

 〇 支給期間 

原則３カ月。ただし、一定の条件により３カ月間の延長及び再延長を認め 

る場合があります。 

 〇 支給方法 

原則、市より賃貸人又は不動産媒介業者等の口座へ直接振込みます。 

※ 契約している家賃が支給額を超える場合、超過分については、申請者の

自己負担となります。 

 

 

住居確保給付金とは 
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申請時に、以下①～⑧の全てに該当する方が対象となります。 

① 以下のイ又はロに該当すること。 

イ 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれの 

ある者であること。 

ロ やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪 

失のおそれのある者であること。 

② 以下のイ又はロに該当すること。 

イ 申請日において、離職、廃業の日から２年以内であること。ただし、 

当該期間に、疾病、負傷、育児その他盛岡市がやむを得ないと認める 

理由により、引き続き 30 日以上求職活動を行うことが困難であった 

場合は、当該事業により求職活動を行うことが困難であった日数を二 

年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が４年を超え 

るときは、４年とする。 

ロ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個 

人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労 

の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 

③ 以下のイ又はロに該当すること。 

イ 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持してい 

たこと。 

   ロ 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持 

していること。  

④ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者 

の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額（上限額） 

を合算した額（収入基準額）以下であること。 

世帯人数 基準額 家賃額（上限額） 収入基準額（上限額） 

１人 ８.１万円 ３.１万円 １１.２万円 

２人 １２.３万円 ３.７万円 １６.０万円 

３人 １５.７万円 

４.０万円 

１９.７万円 

４人 １９.４万円 ２３.４万円 

５人 ２３.２万円 ２７.２万円 

    

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります 
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※ 給与収入、事業収入、公的給付、親族等からの継続的な仕送りが収入の対

象となります。ただし、公的給付のうち特定の目的のために支給される手当・

給付（児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等）、及び臨時的に

給付されるものは収入として算定しません。また、各種保険金の受取及び借

入金、退職金についても収入として算定しません。 

 

⑤ 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の 

合計額が次の金額以下であること。 

   （単身世帯）４８６，０００円  （2 人世帯）  ７３８，０００円 

（３人世帯）９４２，０００円  （４人以上）１，０００，０００円 

⑥ 公共職業安定所（ハローワーク）等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に

常用就職（期間の定めのない労働契約又は期間の定めが６月以上の労働契約

による就職）を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記②ロに該当する

者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると

盛岡市が認める場合は、申請日の属する月から起算して３月間（第 12 条第

１項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行

うことが当該者の自立の促進に資すると盛岡市が認めるときは、６月間）に

限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に変えることができる。 

⑦ 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給

付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 

⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属するもののいずれもが暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員でないこと。 
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支給期間中は、以下の求職活動等を行ってください。これらを怠った場合、住

居確保給付金の支給が中止となります。 

 【 離職・廃業・休業等による収入減少（被雇用者）の方 】 

➀ 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介窓口への

求職申込を行うこと。 

② 常用就職を目指した求職活動を行うこと。 

③ 月４回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 

④ 月２回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹

介窓口で職業相談を受けること。 

※ 相談日に公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介

窓口から「職業相談確認票」に相談先の確認印及び相談日、担当者名、支援

内容等の記入を受け、自立相談支援機関に提出してください。 

⑤ 週１回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。 

※ 活動内容については、「常用就職活動状況報告書」に記入し、求人票や求

人情報誌の該当部分を添付のうえ、自立相談支援機関に提出してください。 

 【 休業等による収入減少（自営業者）で事業継続を希望の方 】 

➀ 経営相談先（よろず支援拠点、商工会議所及び商工会等）において、経営

改善活動を目的とした相談の申し込み（要事前相談）を行い、「自立に向け

た活動計画」を報告すること。 

② 月４回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 

③ 原則月１回以上、経営相談先へ面接等の支援を受けること。 

④ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月１回以上、

当該計画に基づく取組を行うこと。 

※ ③、④の活動について、「自立に向けた活動状況報告書」に相談日、担当

名、支援内容等の記入を支給決定者自ら記載し、自立相談支援期間に提出し

てください。 

 

住居確保給付金受給中の求職活動等要件 
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 賃貸住宅への入居には、敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となりま

す。「初期費用」への対応が困難な方や、住居確保給付金受給中の生活費が必要

な方は、社会福祉協議会の「生活福祉資金（総合支援資金）」を活用することが

できます。（※ただし、社会福祉協議会による審査があります。） 

 ◆生活福祉資金（総合支援資金） 

  継続的な生活相談・支援（就労支援等）と併せて、生活費及び一時的な資金

を貸し付け、生活の立て直しを支援するための貸付けです。 

  １）住宅入居費：40 万円以内 

  ２）生活支援費：2 人以上世帯/月 20 万円以内（単身/15 万円以内） 

貸付期間：原則３カ月、最長 1 年間 

  ３） 一時生活再建費 ：60 万円以内 

       ※貸付利子：連帯保証人を立てる場合は無利子 

             連帯保証人を立てない場合は年 1.5％ 

 

 

 

 

 住居を喪失している方であって、住居確保給付金を受給するまでの間の生活

費が必要な方は、社会福祉協議会の臨時特例つなぎ資金の貸付けを活用するこ

とができます。（※ただし、社会福祉協議会による審査があります。） 

 

 ◆臨時特例つなぎ資金貸付 

公的給付等による支援を受けるまでの間の当面の生活に要する費用の貸付 

（10 万円以内）です 

  ※貸付利子：無利子、連帯保証人不要 

 

 生活福祉資金（総合支援資金）及び臨時特例つなぎ資金のご相談は、盛岡市社

会福祉協議会へお問い合わせください。 

 盛岡市社会福祉協議会  

〒020-0886 盛岡市若園町２番２号 盛岡市総合福祉センター内 

 ＴＥＬ：019-651-1000 ＦＡＸ：019-622-4999 

住宅の初期費用及び生活費が必要な方は 

住居確保給付金支給までの生活費が必要な方は 
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次の書類について、申請より原則１カ月以内に自立相談支援機関に提出して

ください。 

①  住居確保給付金支給申請書 及び 住居確保給付金申請時確認書 

（公共職業安定所から付与された求職番号又は地方公共団体が設ける公的

な無料職業紹介窓口名称もしくは経営相談先の名称が記載されたもの） 

② 本人確認書類の写し 

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障 

害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票の

写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、在留カード等 

 ※ 顔写真のない証明書の場合、２つ以上の証明書を提出してください。 

③ 離職・廃業・減収を証する書類 

申請日を起点に 2 年以内（疾病、負傷、育児その他盛岡市がやむを得ない

と認める理由により 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、

当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を２年に加算し、最

長４年）に離職・廃業されたことが確認できる書類（離職票、雇用保険受給

資格者証等）の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業

務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで

減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあ

ることを確認できる書類（直近３カ月分の給与明細書、雇用主からの休業を

命じる文書、アルバイト等のシフト表等）の写し 

④ 収入を証する書類 

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の給与明細書、雇用保険受給 

資格証明書、年金振込通知書、その他各種福祉手当の証書又は支払通知書 

⑤ 資産を証する書類 

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し 

※ 全ての通帳を持参し、申請前に必ず記帳してください。 

⑥ 入居予定住宅に関する状況通知書（住居を喪失されている方） 

⑦ 入居住宅に関する状況通知書（住居を喪失するおそれのある方） 

⑧ 現在お住まいの住居の賃貸借契約書の写し 

  

住居確保給付金の申請をするために必要なもの 
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１ 住居確保給付金の支給申請 

 ・ 申請書に必要書類を添えて、自立相談支援機関に提出してください。 

 ・ 申請書受理後、次の書類をお渡しします。 

①「住居確保給付金支給申請書」の写し ⇒不動産業者等提示用 

②「入居予定住宅に関する状況通知書」 ⇒不動産業者等提示用 

   ③「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」 ⇒公共職業安定所提示用 

 ・ 住居確保給付金の支給開始までの生活費が必要な方は、社会福祉協議会に 

申請書の写しを提示して、臨時特例つなぎ資金の借入れ申込みを行うこと 

ができます。その他の必要書類は、社会福祉協議会にご確認ください。 

２ 入居予定住宅の確保 

 ・ 不動産業者等に申請書の写しを提示して、当該不動産業者等を介して賃 

  貸住宅を探し、住居確保給付金支給決定等を条件に入居可能な賃貸住宅を 

  確保してください。なお、家賃額（共益費・管理費・駐車場代を除く）は、 

住居確保給付金の上限額以内の住居に限ります。 

 ・ 敷金・礼金などの入居初期費用について、社会福祉協議会の総合支援資 

  金貸付（住宅入居費）を利用する場合は、その旨を不動産業者等に伝えて下

さい。 

 ・ 入居可能な住居を確保した場合には、不動産業者等から「入居予定住宅 

  に関する状況通知書」への記載及び交付を受けてください。 

３ 経営相談先への経営相談申込み及び公共職業安定所又は地方公共団体が設

ける公的な無料職業紹介窓口での求職申込みと他施策利用状況の確認 

  休業（自営業者）の方は経営相談先（よろず支援拠点、商工会議所及び商工

会等の公的な経営相談先等）へ相談申込みを行います。そのほかの方は、公共

職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介窓口にて求職申込

みを行います。また、公共職業安定所にて、担当者から関連する他の雇用施策

による給付・貸付を受けていないことの確認を受け、「求職申込み・雇用施策

利用状況確認票」に記入してもらいます。既に求職申込みを行っている方も、

その確認を受けて担当者に記入してもらいます。 

 

 

住居を喪失している方の場合 

住居確保給付金の申請から決定まで 
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４ 住居確保給付金の確認書類の提出 

 ・ 次の書類を自立相談支援機関に提出してください。 

①「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」（公共職業安定所記入済み） 

   ②「入居予定住宅に関する状況通知書」（不動産業者等記入済み） 

 

５ 住居確保給付金の審査 

 ・ 申請に必要な書類が全て提出された段階で、盛岡市が住居確保給付金の審

査を行います。 

・ 審査の結果、受給資格ありと判断された場合、「住居確保給付金支給対象

者証明書」の交付に併せて、「住居確保報告書」を配布します。「住居確保報

告書」は、賃貸借契約締結により確保していた住居に入居しましたら、速や

かに自立相談支援機関へ提出してください。 

 ・ 受給資格なしと判断された場合、「住居確保給付金不支給通知書」を交付 

します。その場合は、住居を確保している不動産業者等に住居確保給付金不 

支給決定により、賃貸借契約を締結できない旨連絡してください。 

 

６ 総合支援資金貸付（住宅入居費・生活支援費）の申込み 

敷金、礼金等の初期費用を用意することが困難な方や住居確保給付金受給 

中の生活費にお困りの方は、社会福祉協議会に次の書類を提示して、総合支援 

資金貸付（住宅入居費・生活支援費）の借入れ申込みを行うことができます。 

（※ただし、社会福祉協議会による審査があります。次に記載以外の必要な書

類は、社会福祉協議会にご確認ください。） 

   敷金・礼金等の初期費用の捻出が困難な方 

   ①「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し 

   ②「住居確保給付金支給対象者証明書」の写し 

   ③「求職申込み・雇用施策利用状況確認票又は連絡票」 

   生活費にお困りの方 

   ①「住居確保給付金支給対象者証明書」の写し 

②「求職申込み・雇用施策利用状況確認票又は連絡票」 

 

７ 賃貸借契約の締結   

・ 「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付を受けた不動産業者等に対し、 

「住居確保給付金支給対象者証明書」を提示し、予定していた賃貸住宅に関 

する賃貸借契約を締結してください。この際、総合支援資金（住宅入居費） 

の借入申込みをしている場合は、その写しも提示してください。 
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・ 総合支援資金（住宅入居費)）の借入申込みをしている方の賃貸借契約は、

原則として「停止条件付き契約（初期費用となる貸付金が不動産業者等へ振

り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約）」となります。

契約締結後、賃貸借契約書の写しを社会福祉協議会に提出してください。審

査を経て、総合支援資金（住宅入居費)）が決定され、住宅入居費が不動産

業者等の口座に振り込まれます。住宅入居費が不動産業者等へ振り込まれた

ことをもって停止条件付きの賃貸借契約の効力が発生しますので、不動産業

者等との間で入居に関する手続きを行ってください。 

８ 住宅入居後 

住宅入居後７日以内に、次の書類を自立相談支援機関に提出してください。 

提出がない場合は、住居確保給付金の支給決定がなされません。 

   ①「住居確保報告書」 

   ②「賃貸借契約書」の写し 

③新住所における「住民票」の写し 

９ 住居確保給付金支給の決定 

支給決定後、次の書類を交付します。 

①「住居確保給付金支給決定通知書」 

②「常用就職届」 ※常用就職した場合に提出していただきます。 

③「職業相談確認票」  

④「常用就職活動状況報告書」 

   ※③・④について、住居確保給付金受給中の求職活動時に必要です。 

１０ 支給開始 

入居に際して初期費用として支払いを要した月分の賃料の翌月以降分か 

ら支給します。 

 

 

 

１ 住居確保給付金の支給申請 

 ・ 申請書に必要書類を添えて、自立相談支援機関に提出してください。 

 ・ 申請書受理後、次の書類をお渡しします。 

①「住居確保給付金支給申請書」の写し ⇒不動産業者等提示用 

②「入居住宅に関する状況通知書」 ⇒不動産業者等提示用 

③「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」 ⇒公共職業安定所提示用 

 

住居を喪失するおそれのある方の場合 
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２ 入居住宅の家主との調整 

  不動産業者等に申請書の写しを提示するとともに、「入居住宅に関する状況

通知書」への記載・交付を受けてください。 

 

３ 経営相談先への経営相談申込み及び公共職業安定所又は地方公共団体が設

ける公的な無料職業紹介窓口での求職申込みと他施策利用状況の確認 

  休業（自営業者）の方は経営相談先（よろず支援拠点、商工会議所及び商工

会等の公的な経営相談先等）へ相談申込みを行います。そのほかの方は、公共

職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介窓口にて求職申込

みを行います。また、公共職業安定所にて、担当者から関連する他の雇用施策

による給付・貸付を受けていないことの確認を受け、「求職申込み・雇用施策

利用状況確認票」に記入してもらいます。既に求職申込みを行っている方も、

その確認を受けて担当者に記入してもらいます。 

 

４ 住居確保給付金の確認書類の提出 

  次の書類を自立相談支援機関に提出してください。 

①「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」（公共職業安定所記入済み） 

②「入居住宅に関する状況通知書」（不動産業者等記入済み） 

③「賃貸借契約書」の写し 

 

５ 住居確保給付金の審査及び支給決定 

 ・ 申請に必要な書類が全て提出された段階で、盛岡市が住居確保給付金の審

査を行います。 

 ・ 審査の結果 

   受給資格ありの場合 

   支給決定後、次の書類を交付します。 

①「住居確保給付金支給決定通知書」 

   ②「常用就職届」 ※常用就職した場合に提出していただきます。 

③「職業相談確認票」  

④「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」 

     ※③・④について、住居確保給付金受給中の求職活動時に必要です。 

   受給資格なしの場合 

   「住居確保給付金不支給決定通知書」を交付します。この場合、入居して

いる住居の不動産業者等に提示して、住居確保給付金を受給することがで

きない旨を申し出てください。 
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６ 総合支援資金貸付（生活支援費）の申込み 

住居確保給付金受給中の生活費にお困りの方は、社会福祉協議会に次の書類 

を提示して、総合支援資金貸付（生活支援費）の借入れ申込みを行うことがで 

きます。（※ただし、社会福祉協議会による審査があります。次に記載以外の 

必要な書類は、社会福祉協議会にご確認ください。） 

①「住居確保給付金支給対象者証明書」の写し 

②「求職申込み・雇用施策利用状況確認票又は連絡票」 

 

７ 支給開始 

原則として、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します。 

 

 

 

 

・ 支給決定後、常用就職した場合は、「常用就職届」を自立相談支援機関に 

提出してください。 

 ・ 常用就職以降、収入額を確認することができる書類を自立相談支援機関に 

提出してください。 

 ・ 「常用就職届」が提出された場合は、既に決定している受給期間中の求職

活動要件が緩和されます。（常用就職後に延長又は再延長申請を行った場合

は、毎月の求職活動要件を満たすことが必要になります。） 

 

 

 

 

・ 住居確保給付金の受給期間が終了する際に、一定の要件を満たしていれ 

ば、３カ月間を２回まで延長することが可能です。 

  ≪要件≫・受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行っていたこと。 

       ・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること。 

・ 延長又は再延長を希望される場合は、受給期間の最終月に、収入と預貯金 

が分かる書類を持参のうえ、自立相談支援機関に相談してください。 

 ・ 離職等による申請の方で、延長（又は再延長）を申請する前の受給期間中

に常用就職をした場合であっても、延長（又は再延長）の決定期間の求職活

動要件は緩和されません。 

 ・ 再延長期間における求職活動は、申請要件に関わらず、すべての申

請者が公共職業安定所等での求職活動を行うことになります。 

受給中に常用就職した場合は届出が必要です 

一定の要件を満たせば延長・再延長が可能です 
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 ・ 以下の場合は、支給額の変更が可能です。 

①住居確保給付金支給対象住宅の家賃が変更された場合 

②収入があり一部支給を受けていた方で、受給中に収入が減少し、基準額 

以下に至った場合 

 ・ 申請書を提出する必要がありますので、家賃が変更となった又は収入が減 

少したことが証明できる書類を持参のうえ、自立相談支援機関に相談して 

ください。 

 

 

 

・ 住居確保給付金受給中の求職活動等要件（４ページ参照）を怠る方につい 

ては、支給を中止します。 

・ 自立相談支援機関が策定したプランに従わない場合、支給を中止します。  

・ 受給中に常用就職又は給与等の収入を得る機会が増加し、就労により得ら 

れた収入が一定額を超えた場合は、原則としてその収入が得られた月の支 

給から中止します。 

・ 住居を退去した方（大家からの要請の場合又は自立相談支援期間の指示に 

よる場合を除く。）については、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分 

から支給を中止します。 

・ 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった 

  場合は、直ちに支給を中止します。 

・ 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者が暴力団と判明した場合、禁錮 

  刑以上の刑に処された場合、生活保護費を受給した場合は、支給を中止しま 

す。 

 ・ 中断期間中、毎月１回の面談等による報告を怠った場合は、支給を中止し 

ます。 

・ 受給者の死亡等、支給することができない事情が生じた場合は、支給を中 

止します。 

・ 受給中の自立相談支援機関への報告書類について、正当な理由がなく１月

以上提出が遅延した場合、支給を中止します。 

 ・ 支給を中止する場合には、「住居確保給付金支給中止通知書」を交付しま 

  す。 

 

支給額を変更できる場合があります 

住居確保給付金の支給を中止する場合があります 
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住居確保給付金を受給中に、疾病又は負傷により、求職活動を行うことが困難

となった場合は支給を中断します。中断期間中は、原則毎月１回体調報告と求職

活動再開の意思確認を行います。求職活動を再開する際は、支給を再開できます。 

 

 

 

・ 住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。ただし、住居確保給付金を受

給し、常用就職に至ったものの、自己の責めに帰すべき理由によらない離職

（事業主の都合による解雇・廃業等）や休業等をしている方で、住居確保給付

金の支給要件に該当する時には、再度支給を受けられる場合があります。 

・ あらかじめ雇用期間が定められており、更新を行わないことに合意していた

場合は、事業主の都合による解雇には当たりません。 

・ 直近の支給が終了した月の翌月から起算して１年を経過していない場合は、

再支給を行うことはできません。 

 

 

 

住居確保給付金を受給中又は受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当する

ことが判明した場合には、既に支給した住居確保給付金の全額又は一部につい

て受給者に返還を求めるとともに、以降の住居確保給付金の支給を中止します。 

 

 

 

・ 住居確保給付金の支給に関して必要な範囲で資産又は収入の状況につき、官

公庁、銀行、事業主等に対して、資料の提供や報告を求めることがあります。 

・ また、居住する賃貸住宅の家主等に、入居状況について報告を求めることが

あります。  

お問い合わせ先   

 盛岡市くらしの相談支援室 

 ＴＥＬ：019-626-1215 

 ＦＡＸ：019-625-1545  

住居確保給付金を返還していただく場合があります 

住居確保給付金の再支給について 

資産、収入の状況等を調査することがあります 

住居確保給付金の中断について 
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（記入例） 


